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長浜市しょうがい福祉課
米原市障がい福祉課
長浜米原しょうがい者自立支援協議会
1．評価会議の趣旨
就労選択支援は、障害のある方が自らの意思で就労する場を適切に選択できるよう支援するものであり、その質の確保と地域との連携体制を構築することが重要です。本評価会議は、申請前に運営方針・活動内容の妥当性等について、地域自立支援協議会が評価・助言を行う場とします。
2．評価対象事業
長浜市・米原市内で就労選択支援事業の新規指定を予定している事業所（または法人）を対象とします。

3．評価会議開催までの流れ
1 事業者は、事業所の新規設置予定地域を管轄している市担当課（長浜市しょうがい福祉課・米原市障がい福祉課）へ、新規申請の事前相談に行きます。
2 行政担当課は、事業者へ指定までの手順（評価会議）について説明し、自立支援協議会事務局へ問い合わせるようにお伝えします。
3 事業者は、協議会事務局から「評価依頼書（様式１号）」「確認書（様式２号）」および「事業計画シート（別紙１）」を受け取り、評価依頼書提出期限（下記参照）までに自立支援協議会へ提出します。
4 自立支援協議会事務局は、提出された書類を確認し不備がなければ評価会議開催日を決定し、事業者へ通知します。
5 評価会議は、自立支援協議会の運営委員会後等に開催され、事業者は運営方針等を説明し、委員からの助言・評価を受けます。
6 評価内容を記録した会議録は事業者に共有され、指定申請の参考とします。
〈評価会議の開催日〉
	事業計画評価会議
開催日 
	評価依頼書提出期限 
	事業所指定月（予定）

	２月第3水曜 
	１月15日 
	５・６月

	４月第3水曜 
	３月15日 
	７・８月

	６月第3水曜 
	５月15日 
	９・１０月

	８月第3水曜 
	７月15日 
	11・12月

	１０月第3水曜 
	９月15日 
	１・２月

	１２月第3水曜 
	１１月15日 
	３・４月




4．提出書類
①評価依頼書（様式１号）
②確認書（様式２号）
③事業計画シート（別紙１）
④法人概要資料や運営体制図（任意）
⑤その他事業の取り組み内容等がわかる資料（任意）

5．評価の観点（例示）
・就労選択支援事業の目的に沿う事業方針となっているか。
・対象者の適切な想定がされているか
・地域内での必要性があるか
・本人の意思決定支援に資する体制が整っているか
・関係機関との連携体制や協議会との関与体制が整っているか。今後その予定があるか。
・支援の質の向上に向けた取組が計画されているか

6．評価会議の開催時期・記録の保存
・評価会議は、偶数月の第3水曜　15：45～17：00に開催します。
・事業者は評価記録を5年間保存し、ホームページ等での公表に努めてください。

7．添付様式（別紙）
・様式1：就労選択支援サービスの指定に係る評価依頼書
・様式2：就労選択支援サービスの指定に係る確認書
・別紙 1：就労選択支援サービス事業計画シート
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